確　　約　　書

　　年　　月　　日

東京都台東区長　殿

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　印

電　話　　　（　　　　）

架空線（電波障害解消用架空線等）の道路占用の許可に際し、次のことを確約いたします。

１．本件施設の設置は、当該設置箇所において地中化が実施されるまでの暫定措置であるので、将来、本件施設を設置しようとする電柱に既に架設されている他の電線がすべて地中化される場合には、占用者の費用負担において、速やかに本件施設の地中化を行うこと。
　　また、既設電線に本件施設を共架する場合にあって、当該既設電線の地中化が具体化した際には、事前に区役所及び関係機関と協議すること。
２．後発事業者から本件施設の共同使用の申し出があった場合は、特別の事由がない限りこれに応じること。

３．所有者を明確にするため、ケーブルに所有者表示を行うこと。

申請者








